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令和５年１０月２７日（金） 午前１０時開会 
 
市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 
 
上入來 幸一（会長） 仮屋 幸孝（会長代理） 弟子丸 宗一（運営委員） 
有村 伊智博   池田 晃     岩元 節朗    上四元 正昭 
園山 一則    豊留 辰男    鳥丸 俊秀    永尾 寛 
中村 秀彦    鳩宿 隆雄    枇榔 稔     福永 大悟 
穂満 和廣    堀之内 薫        本多 剛     横峯 明人 
 
 
 
 
事務局長  種村 
主 幹   新村 
支局主任  陣ケ尾、村田、溝川、山﨑、小村、児之原、吉永 
専門員   内村、髙山、吉満、渡邉 
主 査   帖地、安樂、上﨑 
主 任   宮元 
主 任   米倉、西、平川 
技 師   井手 

 
１ 農地法第３条許可申請に関する件 
２ 農地転用事業計画変更に関する件 
３ 農地法第４条許可申請に関する件 
４ 農地法第５条許可申請に関する件 
５ 非農地認定に関する件 
６ 農地利用変更届出に関する件 
７ 農用地利用集積計画に関する件 
８ 相続税の納税猶予に関する件 
９ 農地利用最適化推進委員の委嘱について 
 
１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 
２ 相続税の納税猶予に関する件について（税務署照会） 
３ 国土利用計画法による届出・土地に関する調書について 
４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ５ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 
６ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 
７ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 
８ 農地パトロールの結果について 
９ 農地法第５条許可取消申請に関する報告について 
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議    長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和５年度第７回総会を開催いたしま

す。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、鳥丸委員、福永委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

  

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １４件 

議    長 それでは、議題１「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請理由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、谷山、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号３号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、３０年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

番号４号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号６号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、４番委員お願いします。 

 

４ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、７番委員お願いします。 
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７ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１１号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

番号１２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１９番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１「農地法第３条許可申

請に関する件」１４件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地転用事業計画変更に関する件 

５ページ １件 

議    長 次に、議題２「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。 

議題４「農地法第５条許可申請に関する件」吉野の番号１１号の案件が、この

事業計画変更に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。 

それでは、吉野、６番委員お願いします。 
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６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、変更前：展示用住宅１棟１１８．３７㎡、庭敷地等１９０．６３．

㎡、変更後：一般住宅１棟１２３．８０㎡、庭敷地等１８５．２０㎡、申請事由：

承継人が一般住宅とするもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和５年５月

３１日、許可番号：農委第０４３５―２４号。 

９ページの第５条番号１１号と関連がありますので、併せて読み上げさせてい

ただきます。 

番号１１号、用途・施設：住家１棟１２３．８０㎡、庭敷地等１８５．２０㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東・西…宅地、南…雑種地、北…農道、境界…ブ

ロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２「農地転用事業計画変

更に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。 

又、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」番号１１号につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題３．農地法第４条許可申請に関する件 

６ページ １件 

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

それでは、谷山、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟１０９．１９㎡、庭敷地等３６５．８１㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…本人田、西・北…他人田、南…農道、境界…

ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽。 

以上です。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題４．農地法第５条許可申請に関する件 

７ページ～１１ページ １７件 

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

先ほど吉野の１件につきましては、議題２｢農地転用事業計画変更に関する件」

と併せて審議しておりますので、それ以外の１６件について審議していただきき

たいと思います。 

まず、谷山、９番委員お願いします。 
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９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟６７．１６㎡、庭敷地等１３６．８４㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東・南…宅地、西…私道、北…農道、境界…ブロッ

ク積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号２号、住家１棟１０２．６８㎡、通路８４．８７㎡、庭敷地等 

３６８．４５㎡、東・北…宅地、西…他人田、南…農道、宅地、境界…ブロック積、

雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号３号、建売住宅１棟９２．７４㎡、庭敷地等２５３．２６㎡、東…河川管

理道路、西…他人畑、南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…河川管理道路側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号４号、庭敷地４１．００㎡、東…宅地、西…渡人畑、里道、南…雑種地、

北…原野、境界…ブロック積、雨水…自洗流下、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

譲受人の宅地内にある電柱の位置では、テレビ、インターネットの受信環境が

悪いため、申請地を新たに取得し、電柱を移設する必要があるもので、転用はや

むを得ないものと判断しました。 

番号５号、住家１棟８６．１２㎡、庭敷地等３３２．８８㎡、東・西…他人畑、

南…宅地、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号６号、宅地分譲２区画６８４．００㎡、東…他人田、西・南…農道、北…

渡人田、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、

売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

これまでは市街化調整区域内における宅地分譲の転用は認めないこととされて

いましたが、平成３１年３月２９日付農林水産省からの通知により、一定要件を

満たす場合は、建築条件付売地について認められるようになったものです。 

要件としましては、 

① 土地の売買契約後、おおむね３月以内に建築請負契約を締結すること 

② 一定期間内に①の建築請負契約がなされないときには、本件の売買契約は 

解除されること 

③ 当該土地を建築主が販売できないと判断した場合は、譲受人自らが住宅を 

建築することとなっております。 

番号７号、建売住宅３棟２２０．２３㎡、庭敷地等３９３．０９㎡、東・南…

市道、宅地、西・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。 

番号８号、建売住宅２棟１８４．９７㎡、庭敷地等３０４．０３㎡、東…市道、

西・南…渡人畑、北…水路、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道

側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 
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１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、資材置場１４０．００㎡、通路等８．００㎡、東・西…宅地、南…

市道、北…山林、境界…コンクリート擁壁、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１０号、住家１棟９５．０２㎡、庭敷地等３２１．８２㎡、東…他人田、

西・北…市道、南…貸人田、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、使用貸借権。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、宅地分譲２区画４５１．００㎡、東・南…農道、西…宅地、北…

水路、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、所有権移転、売買。 

番号１３号、建売住宅２棟１１３．８６㎡、庭敷地等３７３．１４㎡、東…私

道、西・南…宅地、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１４号、クヌギ５本８２．００㎡、東・南…原野、西…里道、北…市道、

境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１５号、貸車両置場１８７．５０㎡、転回場等１３９．５０㎡、東・北…

市道、西・南…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１６号、住家１棟１０３．５１㎡、庭敷地等２９６．４９㎡、東…県道、

里道、西・北…他人畑、南…宅地、境界…ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、贈与。 

この件について、補足説明いたします。 

申請地は、松元支所から北東に約５．２ｋｍに位置する１０ｈａ以上の農地の

広がりの中にある第１種農地です。 

申請人は、現在、市内で借家住まいをしておりますが、手狭になったことから、

申請地を贈与で取得し、自己の住宅として転用するものです。 

申請地は、第１種農地の不許可の例外である、農地法施行規則第３３条第４号

の「集落接続施設」に該当することから、今回の転用許可はやむを得ないと判断

したところでございます。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１７号、宅地分譲３区画５４０．３１㎡、通路１１６．２０㎡、東…市道、

西・南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。 

この件につきまして 事務局から補足説明させていただきます。 
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郡 山 支 局 補足説明をさせていただきます。 

本日の資料、報告事項の９ ５０ページをお開きください。 

申請地は、令和５年３月２８日付け指令農委第０４９５－１４号で許可した案

件です。 

申請当時添付されていた仮換地指定通知書について、１筆が欠けた通知書が 

申請当事者に交付され、その通知に基づいて許可していることが判明いたしまし

た。 

このため、３月２８日付け許可を取り消し、新たに許可申請を行うものです。 

この件につきましては、郡山中央地区土地区画整理事務所長から経緯書が添付

されておりますが、今後、受益者に不利益が生ずることのないよう十分な注意を

もって、業務を遂行するよう申し入れを行いました。 

以上で報告を終わります。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

１６号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されま

す。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４「農地法第５条許可申

請に関する件」１６件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、第１種農地である番号１６号につきましては、「県農業会議」に意見聴取

し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたしま

す。 

 

 

議題５．非農地認定に関する件 

１２ページ～１５ページ １５件 

議    長 次に、議題５「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：雑木・ゴキ竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号２号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

番号３号、調査結果：３４１－４：唐竹自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

１５２２：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、９番委員お願いします。 

 



 - 9 -  
 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：貸家２棟、倉庫１棟、４９年経過、現況宅地。 

番号５号、調査結果：５５９１－１：共同住宅１棟、４０年経過、現況宅地。

５８５９－３：共同住宅２棟、３６年経過、現況宅地。 

番号６号、調査結果：杉、孟宗竹・雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：住家１棟、４０年経過、現況宅地。 

番号８号、調査結果：住家１棟、６２年経過、現況宅地。 

番号９号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、調査結果：住家１棟、７３年経過、現況宅地。 

番号１１号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号１２号、調査結果：住家１棟、４４年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、４番委員お願いします。 

 

４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、調査結果：１０１－２；雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

１０１－４；通路として２８年経過、現況道路。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５「非農地認定に関する

件」１５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題６．農地利用変更届出に関する件 

１６ページ １件 

議 長 次に、議題６「農地利用変更届出に関する件」を審議します。 

それでは、郡山、１９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土を行い、畑として利便性を高める。工事開始日：令和５年１１月１５日、工

事終了日：令和６年５月１４日、周囲の状況：東…水路、西…宅地、南…山林、

水路、北…河川、原野、境界…土留、高さ…１．８ｍから３．６ｍ、作物…ぶど

う、野菜、搬入土…シラス、黒土。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「農地利用変更届出に

関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。 

 

 

議題７．農用地利用集積計画に関する件 

１７ページ～２５ページ １４件 

議    長 次に、議題７「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 資料の１７ページをご覧下さい。 

「議案第７号」、令和５年１０月３１日公告予定の、農用地利用集積計画集計表

について、ご説明申し上げます。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権６件、１１筆、１０，６３９．００㎡。使用貸借権８件、１６筆、 

１２，６２４㎡。合計１４件、２７筆、２３，２６３．００㎡です。 

議案書の１８ページから２５ページは、農用地利用集積計画の内容です。お目

通しをお願いいたします。 

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

以上で、説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題８．相続税の納税猶予に関する件 

２６ページ～２７ページ ２件 

議    長 次に、議題８「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、６番委員お願いします。 
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６ 番 委 員 ２６ページをご覧下さい。 

この証明は、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０年間営農を

継続することにより、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予又は免除する、

相続税の納税猶予の申請に係るものでございます。 

この証明書の発行のため、今回継続２件の申請がありました。 

令和５年１０月１８日に１５番委員、私、事務局職員１名の計３名で現地調査

を行いましたので、その結果についてご説明申し上げます。 

番号１についてですが、相続開始年月日は令和２年１月３０日、申請人は被相

続人の子であり、今回が２回目の発行でございます。 

申請は令和５年１０月１０日に提出されました。 

今回調査いたしました特例適用農地は、全て現況畑でありまして、特例適用農

地１には、硬質ハウス４連棟にバラ栽培中でした。特例適用農地２には、硬質ハ

ウス２連棟にバラ栽培中でした。特例適用農地３には、ビニールハウス１棟にト

ラノオ、ドラセナ、ブドウ植付中でした。又、露地にはニラ、カボチャ、ヒバ、

スイートスプリング作付中でした。 

２７ページをご覧下さい。 

番号２についてですが、相続開始年月日は平成２２年１２月２０日、申請人は

被相続人の子であり、今回が５回目の発行でございます。 

申請は令和５年１０月１０日に提出されました。 

今回調査いたしました特例適用農地は、全て現況畑でありまして、特例適用農

地１から２は、続き地で、露地、ビニールハウスには、野菜が耕作されておりま

した。露地には、深ネギ、ゴボウ、白カブ、白菜、桜島大根作付中でした。ビニ

ールハウス５棟あり、ハナコショウ、ワケギ、パプリカ、茄子、三つ葉、ほうれ

ん草、菜花作付中でした。 

従いまして、各特例適用農地において、申請者が農業経営を行っていることを

確認しましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行について

は支障ないものと判断したところでございます。 

以上で説明を終ります。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「２番委員」挙手あり〕 

 

はい、２番委員どうぞ。 

 

 

２ 番 委 員 番号１ですが、地目は田が２筆、畑が１筆になっておりますが、２筆は田です

か。 

 

６ 番 委 員 

 

元々は田でありましたが、バラ団地が開発されて、今はハウスが建っておりま

す。 
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事 務 局 

 

ここに記載してあるのは、登記地目が田ということで、現況は畑という説明を

させていただいております。 

 

２ 番 委 員 わかりました。 

 

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７「相続税の納税猶予に

関する件」２件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

 

議題９．農地利用最適化推進委員の委嘱について 

別冊資料２ 

議    長 次に、議題９「農地利用最適化推進委員の委嘱について」を審議します。別冊

資料２です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 それでは、「農地利用最適化推進委員の委嘱について」、提案説明をいたします。 

別冊資料２をご覧ください。 

欠員が生じた松元地区の農地利用最適化推進委員について募集を行ったとこ

ろ、２人の推薦、応募がありました。 

２人の候補者について、「鹿児島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規

程」第１０条第１項に基づき「鹿児島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員

会」に評価の意見を求めました。 

評価委員会において、各候補者の評価を行ってもらい、「鹿児島市農地利用最適

化推進委員の選任に関する規程」第１０条第２項に基づき、資料に記載の候補者

を評価意見会の意見として報告を受けております。 

「鹿児島市農地利用最適化推進員の選任に関する規程」第１１条で、農業委員

会は、評価委員会の意見の報告を受けた候補者について、総会に諮り、推進委員

を決定するものとする、とありますので、資料に記載の推進委員１名を提案いた

しますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９「農地利用最適化推進

委員の委嘱について」は、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 
１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

２８ページ～３３ページ ６件 
議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、９番委員お願いします。 

 

９ 番 委 員 
 

報告します。２８ページです。 

照会日：令和５年９月２０日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月４日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、２９ページです。 

照会日：令和５年１０月１１日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、３０ページです。 

照会日：令和５年１０月１２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 
 

報告します。３１ページです。 

照会日：令和５年９月２６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月６日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、吉野、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 
 

報告します。３２ページです。 

照会日：令和５年１０月１１日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 
 

報告します。３３ページです。 

照会日：令和５年９月２１日、現況：一部非農地、一部農地、調査結果：該地

は区域区分の定めのない都市計画区域内にあり、現況一部非農地、一部農地であ

る。 

処理状況：令和５年１０月４日 鹿児島地方法務局へ報告済。 
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２．相続税の納税猶予に関する件について（税務署照会） 

３４ページ １件 
議 長 次に、報告事項２「相続税の納税猶予に関する件について（税務署照会）」 

それでは、事務局お願いします。 

 
事 務 局 ３４ページをご覧ください。 

報告事項２についてですが、相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況に関

し、税務署照会ついて、令和５年１０月１８日に６番委員、１５番委員、事務局

職員１名の計３名で調査を行いました。 

１件４筆の全てについて、自らが所有し自ら農地等として使用している。 

野菜作付中である。 

令和５年１０月２６日に鹿児島税務署へ報告済みです。 

以上です。 

 

３．国土利用計画法による届出土地に関する調書について 

３５ページ １件 
議 長 次に、報告事項３「国土利用計画法による届出・土地に関する調書について」 

それでは、松元、事務局お願いします。 

 
松 元 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。 

３５ページです。 

この調書は、都市計画区域内の５，０００㎡以上の土地の売買であるため、申

請人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が 

９月２８日に提出されました。 

申請地が農地であったことから、農業委員会事務局に意見を求められ、回答し

たものです。 

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在６筆は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）４，９０２．００㎡、転用

目的は鉄筋平屋建て倉庫１棟です。 

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、第３種農地に該当します。 

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが，農業振興地域外及び農用地区域外です。 

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は、農地が含まれているた

め。転用の際には農地法第５条に基づく許可が必要です。計画利用面積が３，０

００㎡を超えるため、県常設委員会において審議する案件です。」と土地利用調整

課へ１０月１０日に回答したところです。 

以上で報告を終わります。 
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４．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３６ページ～３８ページ １５件 

５．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

３９ページ～４７ページ ２２件 

６．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

４８ページ～４９ページ ４件 

議 長 次に、報告事項４「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項５「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項６「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

３６ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１５件です。 

登記地目別では、田１６筆、９，１７５．００㎡、畑３５筆、２１，７６０．９

１㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１５件。権利の種別は、所

有権が１５件。農業委員会によるあっせん等は、有が１件、無が 1４件となってお

ります。 

３７ページから３８ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、３９ページをお開き下さい。 

報告事項５ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、多い順に一般住宅が３件、その他が２件、

合計５件となっております。 

第５条関係では、多い順に一般住宅が１０件、その他が３件、共同住宅、駐車

場、視座置場、店舗等が各１件、合計１７件となっております。 

４０ページから４１ページは、４条関係５件、４２ページから４８ページは、

５条関係１７件の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、４８ページから４９ページをお開き下さい。 

報告事項６ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

喜入地区で１件、松元地区で３件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 
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  ７．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 
別冊資料３ ８６件 

議 長 次に、報告事項７「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項７「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料３をご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計８６筆の非農地判断を実施して頂いております。

実施結果に基づきまして、関係部署及び備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付

しております。内容につきましては、お目通しをお願いいたします。 

 

８．農地パトロールの結果について 

別冊資料４ 

議 長 次に、報告事項８「農地パトロールの結果について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

別冊資料４です。８月から９月に実施しました農地パトロールの結果の報告で

ございます。 

１ページ、２ページが、農地パトロールの結果で、無断転用はなしという報告

をされております。 

３ページ、４ページにつきましては、農地利用変更届出の案件につきまして、

現地確認をしていただいております。 

報告内容については、お目通しください。 

以上です。 

 

９．農地法第５条許可取消申請に関する報告について 

５０ページ 

議    長 次に、報告事項９「農地法第５条許可取消申請に関する報告について」ですが、

議題４と併せて報告が済んでおります。 
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議    長 

 
本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時４５分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 
 
 
 

・令和５年度第８回総会（月例）開催日時は、 

１１月２８日（火）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

です。 

 

事 務 局 
 
 
 

１１時から、農地利用意向調査の説明会を行います。 

その前に、今回の総会で承認されました、新しい推進委員の方への委嘱式を行

います。その後に説明会を行います。 

準備をいたしますのでしばらくお待ちください。 

 

議    長 
 
 
 
 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１０時５０分） 

 

 


